
　早期雇入れに係る通常の支給申請と一緒に行いますが、人材育成支援に関する以下の書類の提出も必要に

の翌日から起算して２か月以内に提出してください。（計画終了が雇入れ日から６か月後の日以後の場合に

ついては、計画が終了した日の翌日から起算して２か月以内に提出してください。）

事業所名

№ 提出書類
事業
主

ハロー
ワーク 留意事項

１
労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）
職業訓練支給申請額内訳　（様式第１２号）

□ □
・ボールペンで記入してください。
・記入もれがないかご確認ください。

2
労働移動支援助成金（早期雇入れ支援コース）
Off-JT実施状況報告書　（様式第１３号）

□ □ ・新書式でのご提出が必要です。

OffーJTの実施内容を確認するための書類

　・実施主体の概要、目的、内容、実施期間、場所等
　　のわかる書類（事前に対象者に配布したもの等）や
　　カリキュラムなど

４
訓練期間中に賃金が支払われていたことを確認するための
書類（賃金台帳又は給与明細書等）

□ □

５ 職業訓練計画認定通知書（様式第５号）（写し） □ □ ・支援対象者が複数の場合、個人ごとの申立書が必要です。

６ 職業訓練計画（様式第２号）（写し） □ □ ・Off-JTのうち、事業内訓練を実施する場合

７
訓練受講者が立替え払いをしている場合に、本人に返金
するなどにより事業主が負担したことが確認できる書類

□ □ ・本人が支払を立替えている場合のみ

８

外部講師（社外の者に限ります）の謝金、手当（所得税
控除前の金額）を支払ったことを確認するための書類
（講師の略歴書等、領収書又は振込通知書（写し）、
請求内訳書（領収書で具体的な内訳が確認できないとき）

□ □

９

施設・設備の借上料を支払ったことを確認するための
書類（領収書（施設・設備借上料のわかるもの）（写し）
又は振込通知書（写し）、請求内訳書（領収書で具体的な
内訳が確認できないとき）

□ □

１０

学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の
購入又は作成費を支払ったことを確認するための書類
（品名、単価、数量を明記したもの）又は振込通知書
（写し）請求内訳書（領収書等で具体的な内訳が確認
できないとき

□ □

１１
訓練の受講者数を確認するための書類（訓練の受講者数
名簿（受講者の氏名、所属の事業所名が明記されたもの）

□ □

１２ 訓練実施者の不正関与に関する承諾書（様式第４号） □ □

１３

受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代等を
支払ったことを確認するための書類（（領収書又は振込
通知書（写し）、受講料の案内（一般的に配布されている
もの）、請求内訳書（領収書の金額が講習案内等と異なる
とき又は領収書等で内訳が確認できないとき）

□ □

１４
訓練の受講者数を確認するための書類（訓練の受講者数
名簿（受講者の氏名、所属の事業所名が明記されたもの）

□ □

１５ OJT　実施状況報告書　（様式第１４号） □ □

１６ OJT　評価シート　（様式第５号） □ □

３

Off－JTを事業内訓練で実施した場合の必要書類

Off－JTを事業外訓練で実施した場合の必要書類

OJTを実施する場合の必要書類

　　千葉労働局職業対策課　・　ハローワーク（公共職業安定所）    　　　(R3.01)

確認
事項

　労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している
事業主で（ ある ・ ない ）

受付年月日　　　　　　年　　　　月　　　　　日

書類確認者　　　　　HW　　　　　　　　　　局

□ □

　平３１年４月１日以降 に、再就職援助計画対象労働者又は求職活動支援書対象者を、早期に雇用した場合

に対象になります。

なります。なお、職業訓練計画終了が雇入れ日から６か月後の日以前の場合は、雇入れ日から６か月後の日

　千葉労働局又は管轄するハローワークにご提出ください。

労働移動支援助成金提出書類一覧

早期雇入れ支援コース（人材育成支援）

支給申請


